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聖書朗読

新約聖書

エペソ人への手紙１章7-14節



7 この方にあって私たちは、
その血による贖い、
罪の赦しを受けています。
これは神の豊かな恵みによる
ことです。



8 この恵みを、
神は私たちの上にあふれさせ、
あらゆる知恵と思慮深さを
もって、

9 みこころの奥義を私たちに
知らせてくださいました。
それは、この方にあって神が
あらかじめお立てになった
みむねによることであり、



10 時がついに満ちて、実現します。
いっさいのものが
キリストにあって、
天にあるもの地にあるものが
この方にあって、
一つに集められるのです。



11 この方にあって私たちは
御国を受け継ぐ者とも
なりました。
みこころによりご計画のままを
みな行う方の目的に従って、
私たちはあらかじめこのように
定められていたのです。



12 それは、前からキリストに
望みを置いていた私たちが、
神の栄光をほめたたえるため
です。

13 この方にあってあなたがたも
また、真理のことば、
あなたがたの救いの福音を聞き、
またそれを信じたことにより、
約束の聖霊をもって証印を
押されました。



14 聖霊は私たちが御国を受け継ぐ
ことの保証です。
これは神の民の贖いのためで
あり、
神の栄光がほめたたえられる
ためです。
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主テキスト：

「またあなたがたも、
キリストにあって、
真理のことば、
すなわちあなたがたの
救いの福音を聞き、
またそれを信じたことによって、
約束の聖霊をもって証印を
押されました。」

（エペソ１：１３）



復習：

恵み・贖い・赦し・奥義
（イラスト）





パウロの賛歌：

神の大いなる救い

①「父の偉大な計画」
（３－６節）

②「キリストの贖い」
（７－１０節）

③「聖霊のお働き」
（１１－１４節）



１．ユダヤ人クリスチャン
＝神の特別相続人

・キリストに望みを置いていた

・御国を受け継ぐものと
定められていた



２．「御国を受け継ぐ」
素晴らしさ

・イスラエルは神の相続地
（申命記３２：９）



３．異邦人クリスチャンも
その特権に

・異邦人クリスチャンも
神の相続財産に参与

・歴史的には、紆余曲折を経て
受け入れられた



４．エペソ教会信徒と聖霊との
関係

・聖霊が与えられて
「本物の」クリスチャンに

（使徒１９：１－７）



５．聖霊の証印

・契約書を実効あるものとする
証印

・キリストの贖いを個人に
適用する聖霊

・証印の前のステップ①「聞く」

・ステップ②「信じる」



６．聖霊が保証する

・保証とは「手付金」のこと

・今の恵みは、
更に豊かな恵みの前味わい
（２コリント５：１－５）



７．御国を受け継ぐ

・神の所有となる（出１９：５）

・イスラエルへの約束は、
異邦人クリスチャンのものと
なる
（イザヤ４３：４、２１）



終わりに：

大いなる神の栄光を賛美しよう


